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提案理由 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い改正しようとする。



高山市手数料条例の一部を改正する条例 

 高山市手数料条例（昭和３６年高山市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（手数料の種類及び金額） （手数料の種類及び金額） 

第２条 手数料を徴収するものの種類及びその金額は、次のとおりとする。 第２条 手数料を徴収するものの種類及びその金額は、次のとおりとする。 

 種類 １件につき 件数

区分

等 

  種類 １件につき 件数

区分

等 

 

  ⑴の部～(42)の部 （略）    ⑴の部～(42)の部 （略）   

 (43) 消防法第 ア 指定数量の倍数が１０以下のもの ３９，０００    (43) 消防法第 ア 指定数量の倍数が１０以下のもの ３９，０００   

  １１条第１項 イ 指定数量の倍数が１０を超え５０以下のもの ５２，０００     １１条第１項 イ 指定数量の倍数が１０を超え５０以下のもの ５２，０００   

  前段の規定に ウ 指定数量の倍数が５０を超え１００以下のもの ６６，０００     前段の規定に ウ 指定数量の倍数が５０を超え１００以下のもの ６６，０００   

  基づく製造所

の設置の許可 

エ 指定数量の倍数が１００を超え２００以下のも

の 

７７，０００     基づく製造所

の設置の許可 

エ 指定数量の倍数が１００を超え２００以下のも

の 

７７，０００   

  オ 指定数量の倍数が２００を超えるもの ９１，０００     オ 指定数量の倍数が２００を超えるもの ９２，０００   

 (44) 消防法第 ⑴の款～⑶の款 （略）     (44) 消防法第 ⑴の款～⑶の款 （略）    

 １１条第１項

前段の規定に

基づく貯蔵所 

⑷ 特定屋外タ

ンク貯蔵所（浮

き屋根を有す 

ア 危険物の貯蔵最大数量が１千

キロリットル以上５千キロリッ

トル未満のもの 

８２０，０００    １１条第１項

前段の規定に

基づく貯蔵所 

⑷ 特定屋外タ

ンク貯蔵所（浮

き屋根を有す 

ア 危険物の貯蔵最大数量が１千

キロリットル以上５千キロリッ

トル未満のもの 

８３０，０００   

 の設置の許可 る特定屋外貯

蔵タンクのう

ち総務省令で 

イ 危険物の貯蔵最大数量が５千

キロリットル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

９９０，０００    の設置の許可 る特定屋外貯

蔵タンクのう

ち総務省令で 

イ 危険物の貯蔵最大数量が５千

キロリットル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

１，０１０，０００   

  定めるものに

係る特定屋外

タンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵最大数量が１万

キロリットル以上５万キロリッ

トル未満のもの 

１，１００，０００     定めるものに

係る特定屋外

タンク貯蔵所 

ウ 危険物の貯蔵最大数量が１万

キロリットル以上５万キロリッ

トル未満のもの 

１，１２０，０００   

  （⑸において

「浮き屋根式

特定屋外タン 

エ 危険物の貯蔵最大数量が５万

キロリットル以上１０万キロ

リットル未満のもの 

１，４００，０００     （⑸において

「浮き屋根式

特定屋外タン 

エ 危険物の貯蔵最大数量が５万

キロリットル以上１０万キロ

リットル未満のもの 

１，４２０，０００   

  ク貯蔵所」とい

う。）、浮き蓋付

きの特定屋外 

オ 危険物の貯蔵最大数量が１０

万キロリットル以上２０万キロ

リットル未満のもの 

１，６４０，０００     ク貯蔵所」とい

う。）、浮き蓋付

きの特定屋外 

オ 危険物の貯蔵最大数量が１０

万キロリットル以上２０万キロ

リットル未満のもの 

１，６６０，０００   

  貯蔵タンクの

うち総務省令 

カ 危険物の貯蔵最大数量が２０

万キロリットル以上３０万キロ 

３，８５０，０００     貯蔵タンクの

うち総務省令 

カ 危険物の貯蔵最大数量が２０

万キロリットル以上３０万キロ 

３，８８０，０００   



  で定めるもの リットル未満のもの      で定めるもの リットル未満のもの    

  に係る特定屋

外タンク貯蔵

所（⑸において 

キ 危険物の貯蔵最大数量が３０

万キロリットル以上４０万キロ

リットル未満のもの 

５，０９０，０００     に係る特定屋

外タンク貯蔵

所（⑸において 

キ 危険物の貯蔵最大数量が３０

万キロリットル以上４０万キロ

リットル未満のもの 

５，１００，０００   

  「浮き蓋付特

定屋外タンク

貯蔵所」とい

う。）及び岩盤

タンクに係る

屋外タンク貯

蔵所を除く。） 

ク 危険物の貯蔵最大数量が４０

万キロリットル以上のもの 

６，２９０，０００     「浮き蓋付特

定屋外タンク

貯蔵所」とい

う。）及び岩盤

タンクに係る

屋外タンク貯

蔵所を除く。） 

ク 危険物の貯蔵最大数量が４０

万キロリットル以上のもの 

６，２９０，０００   

  ⑸ 浮き屋根式

特定屋外タン

ク貯蔵所及び 

ア 危険物の貯蔵最大数量が１千

キロリットル以上５千キロ 

リットル未満のもの 

１，１２０，０００     ⑸ 浮き屋根式

特定屋外タン

ク貯蔵所及び 

ア 危険物の貯蔵最大数量が１千

キロリットル以上５千キロ 

リットル未満のもの 

１，１３０，０００   

  浮き蓋付特定

屋外タンク貯

蔵所 

イ 危険物の貯蔵最大数量が５千

キロリットル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

１，３３０，０００     浮き蓋付特定

屋外タンク貯

蔵所 

イ 危険物の貯蔵最大数量が５千

キロリットル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

１，３４０，０００   

   ウ 危険物の貯蔵最大数量が１万

キロリットル以上５万キロリッ

トル未満のもの 

１，４８０，０００      ウ 危険物の貯蔵最大数量が１万

キロリットル以上５万キロリッ

トル未満のもの 

１，５００，０００   

   エ 危険物の貯蔵最大数量が５万

キロリットル以上１０万キロ

リットル未満のもの 

１，８３０，０００      エ 危険物の貯蔵最大数量が５万

キロリットル以上１０万キロ

リットル未満のもの 

１，８３０，０００   

   オ 危険物の貯蔵最大数量が１０

万キロリットル以上２０万キロ

リットル未満のもの 

２，１２０，０００      オ 危険物の貯蔵最大数量が１０

万キロリットル以上２０万キロ

リットル未満のもの 

２，１４０，０００   

   カ 危険物の貯蔵最大数量が２０

万キロリットル以上３０万キロ

リットル未満のもの 

４，３３０，０００      カ 危険物の貯蔵最大数量が２０

万キロリットル以上３０万キロ

リットル未満のもの 

４，３５０，０００   

   キ 危険物の貯蔵最大数量が３０

万キロリットル以上４０万キロ

リットル未満のもの 

５，５７０，０００      キ 危険物の貯蔵最大数量が３０

万キロリットル以上４０万キロ

リットル未満のもの 

５，５７０，０００   

   ク 危険物の貯蔵最大数量が４０ ６，７７０，０００      ク 危険物の貯蔵最大数量が４０ ６，７７０，０００   



   万キロリットル以上のもの      万キロリットル以上のもの    

  ⑹の款～(12)の款 （略）      ⑹の款～(12)の款 （略）    

 (45) 消防法第 ⑴の款～⑸の款 （略）     (45) 消防法第 ⑴の款～⑸の款 （略）    

  １１条第１項

前段の規定に 

⑹ 一般取扱所 ア 指定数量の倍数が１０以下の

もの 

３９，０００     １１条第１項

前段の規定に 

⑹ 一般取扱所 ア 指定数量の倍数が１０以下の

もの 

３９，０００   

  基づく取扱所

の設置の許可 

 イ 指定数量の倍数が１０を超え

５０以下のもの 

５２，０００     基づく取扱所

の設置の許可 

 イ 指定数量の倍数が１０を超え

５０以下のもの 

５２，０００   

   ウ 指定数量の倍数が５０を超え

１００以下のもの 

６６，０００      ウ 指定数量の倍数が５０を超え

１００以下のもの 

６６，０００   

   エ 指定数量の倍数が１００を超

え２００以下のもの 

７７，０００      エ 指定数量の倍数が１００を超

え２００以下のもの 

７７，０００   

   オ 指定数量の倍数が２００を超

えるもの 

９１，０００      オ 指定数量の倍数が２００を超

えるもの 

９２，０００   

 (46)の部～(55)の部 （略）     (46)の部～(55)の部 （略）    

 (56) 消防法第 ⑴の款～⑶の款 （略）     (56) 消防法第 ⑴の款～⑶の款 （略）    

 １１条の２第

１項の規定に 

基づく製造所 

⑷ 溶接部検査

（特定屋外タ

ンク貯蔵所） 

ア 危険物の貯蔵最大数量が１千

キロリットル以上５千キロリッ

トル未満のもの 

４９０，０００    １１条の２第

１項の規定に 

基づく製造所 

⑷ 溶接部検査

（特定屋外タ

ンク貯蔵所） 

ア 危険物の貯蔵最大数量が１千

キロリットル以上５千キロリッ

トル未満のもの 

４９０，０００   

 、貯蔵所又は取

扱所の設置の

許可に係る完 

 イ 危険物の貯蔵最大数量が５千

キロリットル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

６３０，０００    、貯蔵所又は取

扱所の設置の

許可に係る完 

 イ 危険物の貯蔵最大数量が５千

キロリットル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

６３０，０００   

 成検査前検査  ウ 危険物の貯蔵最大数量が１万

キロリットル以上５万キロリッ

トル未満のもの 

９５０，０００    成検査前検査  ウ 危険物の貯蔵最大数量が１万

キロリットル以上５万キロリッ

リットル未満のもの 

９９０，０００   

   エ 危険物の貯蔵最大数量が５万

キロリットル以上１０万キロ

リットル未満のもの 

１，３１０，０００      エ 危険物の貯蔵最大数量が５万

キロリットル以上１０万キロ

リットル未満のもの 

１，３１０，０００   

   オ 危険物の貯蔵最大数量が１０

万キロリットル以上２０万キロ

リットル未満のもの 

１，６５０，０００      オ 危険物の貯蔵最大数量が１０

万キロリットル以上２０万キロ

リットル未満のもの 

１，７２０，０００   

   カ 危険物の貯蔵最大数量が２０

万キロリットル以上３０万キロ

リットル未満のもの 

３，１８０，０００      カ 危険物の貯蔵最大数量が２０

万キロリットル以上３０万キロ

リットル未満のもの 

３，３２０，０００   



   キ 危険物の貯蔵最大数量が３０

万キロリットル以上４０万キロ

リットル未満のもの 

３，８９０，０００      キ 危険物の貯蔵最大数量が３０

万キロリットル以上４０万キロ

リットル未満のもの 

４，０６０，０００   

   ク 危険物の貯蔵最大数量が４０

万キロリットル以上のもの 

４，４５０，０００      ク 危険物の貯蔵最大数量が４０

万キロリットル以上のもの 

４，６５０，０００   

  ⑸の款 （略）      ⑸の款 （略）    

 (57)の部 （略）      (57)の部 （略）     

 (58) 消防法第

１４条の３第

１項又は第２ 

⑴ 特定屋外タ

ンク貯蔵所（岩

盤タンクに係 

ア 危険物の貯蔵最大数量が１千

キロリットル以上５千キロリッ

トル未満のもの 

３１０，０００    (58) 消防法第

１４条の３第

１項又は第２ 

⑴ 特定屋外タ

ンク貯蔵所（岩

盤タンクに係 

ア 危険物の貯蔵最大数量が１千

キロリットル以上５千キロリッ

トル未満のもの 

３１０，０００   

 項の規定に基

づく特定屋外

タンク貯蔵所 

る屋外タンク

貯 蔵 所 を 除

く。） 

イ 危険物の貯蔵最大数量が５千

キロリットル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

４１０，０００    項の規定に基

づく特定屋外

タンク貯蔵所 

る屋外タンク

貯 蔵 所 を 除

く。） 

イ 危険物の貯蔵最大数量が５千

キロリットル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

４３０，０００   

 又は移送取扱

所の保安に関

する検査 

 ウ 危険物の貯蔵最大数量が１万

キロリットル以上５万キロリッ

トル未満のもの 

７２０，０００    又は移送取扱

所の保安に関

する検査 

 ウ 危険物の貯蔵最大数量が１万

キロリットル以上５万キロリッ

トル未満のもの 

７２０，０００   

   エ 危険物の貯蔵最大数量が５万

キロリットル以上１０万キロ

リットル未満のもの 

９２０，０００      エ 危険物の貯蔵最大数量が５万

キロリットル以上１０万キロ

リットル未満のもの 

９６０，０００   

   オ 危険物の貯蔵最大数量が１０

万キロリットル以上２０万キロ

リットル未満のもの 

１，１６０，０００      オ 危険物の貯蔵最大数量が１０

万キロリットル以上２０万キロ

リットル未満のもの 

１，２１０，０００   

   カ 危険物の貯蔵最大数量が２０

万キロリットル以上３０万キロ

リットル未満のもの 

２，８３０，０００      カ 危険物の貯蔵最大数量が２０

万キロリットル以上３０万キロ

リットル未満のもの 

２，９５０，０００   

   キ 危険物の貯蔵最大数量が３０

万キロリットル以上４０万キロ

リットル未満のもの 

３，４７０，０００      キ 危険物の貯蔵最大数量が３０

万キロリットル以上４０万キロ

リットル未満のもの 

３，６２０，０００   

   ク 危険物の貯蔵最大数量が４０

万キロリットル以上のもの 

４，０００，０００      ク 危険物の貯蔵最大数量が４０

万キロリットル以上のもの 

４，１７０，０００   

  ⑵の款・⑶の款 （略）      ⑵の款・⑶の款 （略）    

 (59)の部 （略）      (59)の部 （略）     

 備考 （略）       備考 （略）      



２ （略） 

 

２ （略） 

 

附 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第２条第１項の表(43)の部、(44)の部、(45)の部、(56)の部及び(58)の部の規定は、平成２６年４月１日以後に申請のあつた事項

に係る手数料について適用する。 

 


